
建設政策課現 場 説 明 平成30年2月20日 午後 1時00分

備考

「当該金額に８％に相当する額を加算した金額が法律上の見積価格である。」

株式会社創宇舎 3,850,000 決定

第１回 第２回 第３回
見 積 書 記 載 金 額 ( 円 )

見 積 業 者

契 約 保 証 金

指 名 理 由
当該業務については、同事業の整備事業計画、整備基本設計及び三之丸（国道東側）地区実施設
計等の受託業者であり、堀越城跡の地下遺構の状況及び周辺環境を適切に把握していること等を考
慮し選定した。

無 入 札 保 証 金

随意契約見積執行書

業 務 名 称 平成２９年度　史跡堀越城跡三之丸（国道東側）地区整備工事監理業務

区分 特命（１者）随意契約

無
有

（契約金額の１／１０の額）

(税抜)

午後 法務契約課

予 定 価 格

1時00分見 積 書 提 出 平成30年2月28日

最低制限価格

業務委託概要

業 種 発 注 担 当 課 文化財課

全体工程監理　　　　N=1式
工種別工事監理　　　N=1式
工事監理報告書作成　N=1式
打合せ協議　　　　　N=1業務

設 計 担 当 課 建設政策課土木関係建設コンサルタント


